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２ 理事会は、すべての理事をもって構成する。 

３ 理事会の議長は、理事長とする。 

（権 限） 

第３１条 理事会は、次の職務を行う。 

（１）この法人の業務執行を決定 

（２）理事の職務の執行の監督 

（３）理事長及び副理事長の選定及び解職 

（招 集） 

第３２条 理事会は、理事長が招集する。 

２ 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、

各理事が理事会を招集する。 

（決 議） 

第３３条 理事会の決議は、決議について特別の利害関

係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過

半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、「法人法」第９６条の要件

を満たしたときは、理事会の決議があったものとみな

す。 

（議事録） 

第３４条 理事会の議事については、法令で定めるとこ

ろにより、議事録を作成する。 

２ 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押 

印する。 

第８章 各種委員会 

（委員会） 

第３５条 この法人に、必要に応じ各種委員会を置くこ

とができる。 

第９章 資産及び会計 

（基本財産） 

第３６条 基本財産は、この法人の目的を達成するため

に善良なる管理者の注意をもって管理しなければなら

ず、やむを得ず処分し、又担保に供する場合には社員

総会の決議を得る必要がある。 

（資産の管理） 

第３７条 この法人の資産は、理事長が管理し、基本財

産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする

等確実な方法により、理事長が保管する。 

（事業年度） 

第３８条 この法人の事業年度は、毎年４月１日に始ま

り、翌年３月３１日に終わる。 

（事業計画及び収支予算） 

第３９条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調

達及び設備投資の見込みを記載した書類については、

毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、

理事会の承認を受けなければならない。これを変更す

る場合も、同様とする。 

２ 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年

度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供する

ものとする。 

（事業報告及び決算） 

第４０条 この法人の事業報告及び決算については、毎

事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の

監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければなら

ない。 

（１）事業報告 

（２）事業報告の附属明細書 

（３）貸借対照表 

（４）損益計算書（正味財産増減計算書） 

（５）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書） 

の附属明細書 

（６）財産目録 

２ 前項の承認を受けた書類のうち、第１号、第３号、

第４号及び第６号の書類については、定時社員総会に

提出し、第１号の書類についてはその内容を報告し、

その他の書類については承認を受けなければならない。 

３ 第１項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５

年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、

会員名簿、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般

の閲覧に供するものとする。 

（１）監査報告 

（２）理事及び監事の名簿 

（３）理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書 

類 

（４）運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに

関する数値のうち重要なものを記載した書類 

（公益目的取得財産残額の算定） 

第４１条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の

認定等に関する法律施行規則第４８条の規定に基づき、

毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取

得財産残額を算定し、前条第３項第４号の書類に記載

するものとする。 

第１０章 定款の変更及び解散 

（定款の変更） 

第４２条 この定款は、社員総会の決議によって変更す

ることができる。 

（解 散） 

第４３条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定

められた事由により解散できる。 

（公益認定の取消し等に伴う贈与） 

第４４条 この法人が公益認定の取消の処分を受けた場



 

- 5 - 

 

合又は合併により法人が消滅する場合には、社員総会

の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する財産

を、当該公益認定の取消の日または当該合併の日から

１箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定

に関する法律第５条第１７号に掲げる法人又は国若し

くは地方公共団体に贈与するものとする。 

（残余財産の帰属） 

第４５条 この法人が清算する場合において有する残余

財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人又は公

益財団法人の認定等に関する法律第５条第１７号に掲

げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するもの

とする。 

第１１章 事務局 

（事務局の設置等） 

第４６条 この法人の事務を処理するため事務局を置く。 

２ 事務局に事務局長及び所要の職員を置く。 

３ 事務局長は、理事会の決議を経て理事長が任免する。 

４ 事務局の組織及び職員の処遇等運営に必要な事項は

理事会の決議により別に定める。 

第１２章 公告の方法及び情報公開 

（公告の方法） 

第４７条 この法人の公告は、電子公告により行う。 

２ 事故その他やむを得ない事由において前項の電子公

告を行えないときは、東京都において発行される読売

新聞、朝日新聞及び毎日新聞に掲載する方法による。 

（情報公開） 

第４８条 この法人は、公正で開かれた活動を推進する

ため、その活動状況及び財務資料等を公開するものと

する。 

（個人情報の保護） 

第４９条 この法人は、業務上知りえた個人情報の保護

に万全を期し、必要な事項は理事会の決議により別に

定める。 

第１３章 補  則 

（施行細則） 

第５０条 この定款の施行について必要な細則は、理事

会の承認を経て、別に定める。 

（附 則） 

１ この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関す

る法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に

関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法

律第１０６条第１項に定める公益法人の設立の登記の

日から施行する。 

２ この法人の最初の理事長は、里宇明元とする。 

３ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公

益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の

施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１０６条

第１項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法

人の設立の登記を行ったときは、第３８条の規定にか

かわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日と

し、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 

４ この定款の施行後最初の代議員は、第１２条第１項

から第５項と同等の方法で予め行われる代議員選挙に

おいて最初の代議員予定者として選出された者とする。 

５ 最初の選挙で選任された社員の任期は、第１２条第

５項の規定にかかわらず登記の日の翌々年の定時社員

総会終結までとする。 
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社団法人 日本リハビリテーション医学会定款施行細則 
 
第１章 名誉会員の推薦 

 

第１条 多年にわたり本会に在籍した 65歳以上の会員の中から推薦する。 

第２条 外国人については第１条の原則とは別に考慮する。 

 

第２章 医師以外の正会員の認定 

 

第３条 リハビリテーション医学と関係の深い分野で博士号又は修士号を有す

るか、又はそれらに匹敵する研究業績のある者。 

第４条 ２名以上の評議員の推薦を要する。 

第５条 決定は理事会において行い、評議員会に報告する。 

第６条 人数は会員総数の 10％を超えてはならない。 

 

第３章 評議員選任の基準 

 

第７条 リハビリテーション医学において相当な経験を有し、本医学会に貢献

している 70歳未満の者。 

第８条 ２名以上の評議員が推薦し、理事会で承認した 70歳未満の者。 

第９条 評議員会を正当な理由なく２回以上連続して欠席した者は、次回評議

員を委嘱しない。 

 

第４章 年会費 

 

第 10 条 定款第７条第１項により会員の会費は次のとおりとする。 

（１）正 会 員 年額  12,000 円 

（２）賛助会員 年額 100,000 円 

      （11.9.20 変更認可） 

第 11 条 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。（11.9.20 変更認

可） 

 

第５章 各種委員会 

 

第 12 条 委員は理事長が委嘱する。 

第 13 条 委員長は委員の互選により選任され、理事長が委嘱する。 

第 14 条 委員の任期は２年とし、再任を妨げないが連続しては３期（６年）ま

でとする。 

第 15 条 委員の交替は同時に３分の１を超えてはならない。 
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第 16条 委員の重複については、特別・作業委員会を除き１人２委員会までと

する。 

第 17 条 各委員会において内規を作成する。 

 

第６章 年次学術集会 

 

第 18 条 年次学術集会は、毎年１回開催する。 

第 19 条 学術集会の会長は、理事会の推薦による候補者について評議員会及び

総会の承認を得る。 

第 20 条 会長の任期は、当該年度の学術集会の終了の翌日から翌年の学術集会

終了の日までとする。 

第 21 条 会長は学術集会を主宰する。 

第 22 条 前年度、当該年度及び次期の学術集会会長は、理事会に出席すること

ができる。 

第 23 条 医師以外で正会員でない者の年次学術集会の参加は、年会費の２分の

１相当額を納入すれば、正会員と連名で共同演者として学術集会での発表・

討論などに参加することができる。 

 

 

 

附 則 

 

１ 本細則は、平成元年８月１日より施行する。 

（２）本細則の変更は、定款第 47条に従う。 

 

附 則 

 

本細則の改正は、平成 11年９月 20日より施行する。 
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日本リハビリテーション医学会役員報酬・退職金細則 
 

（総  則） 

第１条 本細則は、定款第 17条（役員の報酬）に基づき必要な事項を定めるも

のである。 

 

（無報酬） 

第２条 役員（理事及び監事）は、当分の間、その在任中報酬を受けず、退任

時において退職金は支給されない。 

 

  附  則 

 本細則は、平成 14年 11 月 16 日より施行する。 
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術誌に投稿する。 

(２）所属、連絡先に変更がある場合には速やかに本医学会事務局に通知する。 

 

（任 期） 

第８条Corresponding Member の任期は５年とする。ただし理事会の承認を得て 

 これを延長することができる。 

 

（会員登録） 

第９条理事会は、本人の承諾を得て、Corresponding Member の氏名を本医学会 

 機関誌に掲載する。 

 

 

附 則 

本内規は、平成１１年９月２５日より施行する。 

平成１５年３月２９日より施行する。 

平成２１年１月２４日より施行する 
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Bylaws for Corresponding Membership 
 

1.  Objective 
In order to achieve the objectives of Japanese Association of Rehabilitation Medicine 
(JARM) from the standpoint of international exchange as set forth in Article 3 of the 
Articles of the Association, from among overseas medical doctors and researchers 
specializing in rehabilitation medicine who are making a contribution to the field of 
rehabilitation medicine, the Association shall appoint Corresponding Members who 
shall perform the important role of exchanging information with the Association as 
foreign Honorary Members as set forth in Article 5 of the Articles of the Association 
and in Article 2 of the Enforcement Regulations of the Articles of the Association. 
 
2.  Qualifications 
A person intending to become a Corresponding Member shall satisfy the following 
requirements: 
(1) The said person shall be a medical doctor or researcher  who is of a foreign 
nationality or has either citizenship or permanent residency status in a foreign 
country; 

(2) The said person should have made significant contributions to the field of 
rehabilitation medicine; 

(3) The said person, living abroad, shall be able to contribute to international exchange 
with JARM; and 

(4) The said person shall obtain a recommendation from a honorary member, officer or 
councilor of JARM. 
 
3.  Admission 
The JARM Committee on International Affairs shall review the achievements and 
contributions to JARM of the proposed candidate for Corresponding Membership and 
shall report the results to the Chairman of the Board of Governors of JARM.  The 
Chairman of the Board of Governors shall, following deliberations between the Board 
of Governors and the Council, recommend the candidate and receive the approval of the 
General Assembly of JARM.  
 
4.  Limitation on Number of Corresponding Members 
The number of Corresponding Members shall be no more than 30.  
 
5.  Rights of Corresponding Members 
(1) The annual membership fee for JARM shall be waived;  
(2) Registration fee(s) for domestic and/or international meetings organized by JARM 
shall be waived; 

(3) The Corresponding Member shall be able to submit papers to the Japanese Journal 
of Rehabilitation Medicine and other publications and to make presentations to the 
above meetings; 

(4) The Corresponding Member shall receive the Japanese Journal of Rehabilitation 
Medicine and other publications of JARM; and 

(5) The Corresponding Member shall be able to make proposals to JARM in response 
to a request by the Association. 
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6.  Duties of Corresponding Members 
Corresponding Members shall have the following duties: 
(1) To contribute to the development of JARM in one or more of the following ways at 
least once in five years; 
1) Attending or making a presentation at a meeting organized by JARM or other 
related meeting; or 

2) Submitting an article for publication in the Japanese Journal of Rehabilitation 
Medicine or other Japanese medical journal related to rehabilitation medicine. 

(2) To promptly notify the secretariat of JARM of any changes in address for 
correspondence, and other relevant data affecting membership. 

 
7.  Membership Expiration and Extension 
The period of membership is five years, but this may be extended on the approval of the 
Board of Governors . 
 
8.  Registration 
With the approval of the Corresponding Members, the Board of Governors shall publish 
the names of Corresponding Members in the bulletin of the Japanese Journal of 
Rehabilitation Medicine. 
 
9.  Supplement 
Following a resolution of two-thirds of the members of the Committee on International 
Affairs, including the Committee Chairman, the above bylaws shall go into effect upon 
the approval of the Board of Governors.   
 
    

     
Approval by Board of Governors:               September 25, 1999 

      March   29 , 2003 
      January  24, 2009 
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日本リハビリテーション医学会  
Corresponding Member推薦者（名誉会員、役員、評議員）各
位へ  
 
1 日本リハビリテーション医学会のCorresponding Memberに関する内規に従っ

てCorresponding Memberの推薦を募集いたします。内規に合致する有資格者で、

推薦を希望される場合、以下の要領で応募して下さい。  
 
２ 推薦者は、別紙のCorresponding Member推薦書に生年月日、経歴、役職、

推薦理由等を記載して、本学会国際委員会あてに御郵送下さい。国際委員会で

は第１次審査を行い、結果を推薦者あてに通知します。第１次審査で選出され

た候補者に対しては、Corresponding Member内規（英文）を郵送し、履歴書、

業績目録等の提出を依頼します。その後、国際委員会の第２次審査を経て、理

事会、評議員会及び総会において最終決定を致します。  
 
３ 国際委員会の第２次審査の段階でも依然、最終決定ではないことをご了承く

ださい。  
 

 
日本リハビリテーション医学会 国際委員会 

 
日本リハビリテーション医学会 Corresponding Member 推薦書 
 

日本リハビリテーション医学会理事長 殿 

                                                  年     月     日 

候補者の氏名（Title を含む）： 

候補者の生年月日(西暦)： 

候補者の E-mail アドレス： 

候補者の現職： 

 

候補者の住所（郵便コードを含む)： 

 

候補者の所属する国の所属学会名： 

当該学会における候補者の現在の役職： 

当該学会における候補者の過去における役職： 

 

候補者の主要業績、日本リハビリテーション医学会との関係： 

 

 

推薦理由(会則の Corresponding Membership 資格を参照して具体的に)： 

 

 

以上により、頭記の者を日本リハビリテーション医学会 Corresponding  
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Member として推薦します。 

 

推薦者の氏名： 

推薦者の所属： 

推薦者の住所： 

推薦者の電話番号： 

推薦者の FAX 番号： 

推薦者のE-mailアドレス： 
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Ⅱ－13 

医師以外の正会員の認定に関する内規 
（目 的） 

第１条 本内規は、定款施行細則第２章に基づき、医師以外の正会員の認定に

ついて定めるものである。 

（入会審査委員会） 

第２条  医師以外の入会審査は、会則検討委員会（以下、委員会という）が行

う。 

（第一次審査） 

第３条 医師以外の入会申込者は、次の各号に掲げるすべての資格要件を具備

する者とする。 

（１）修士または博士の学位を有すること 

（２）３５歳以上であること 

（３）リハビリテーション医学関連の臨床経験、研究歴または教育歴を６年以

上有すること 

（４）研究業績は、下記のいずれかを満たすものであること 

１）リハビリテーション医学に関する主著論文２編以上 

（レフェリーのいる雑誌の原著論文であること） 

２）リハビリテーションに関する学会主演者２回以上又は本医学会もしく

はそれに相当する関連学会での講演１回以上（シンポジウム、パネリス

トを含む） 

２ 歯科医師については、前項の規定にかかわらず（４）の資格要件を具備す

る者とする。 

３ 委員会は、前項の資格要件について審査を行う。 

（第二次審査） 

第４条 委員会は、前条の資格要件を満たす者について、学位論文、業績一覧

等により教育・研究及びリハビリテーションの普及等で、本医学会に寄与で

きるかどうかを勘案し、入会の適否を審査する。 

２ 委員会は、前項の規定により入会が適当と判定した者を候補者として、推

薦理由を付し、理事会に提出する。 

（認 定） 

第５条 理事会は、委員会の議に基づき前項の候補者を正会員と認定し、評議

員会に報告する。 

（その他） 

第６条 本内規の運営に必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

本内規は、平成１４年３月２３日より施行する。 

平成１８年９月３０日より施行する。 
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Ⅱ－14 

 

医師以外入会希望者の審査等の手続きに関する申し合わせ 
 
１ 本申し合わせは、医師以外の正会員の認定に関する内規（以下、内規とい

う）に基づき、その申し合わせについて定めるものである。 
 
２ 医師以外の入会希望者から、入会の申込みがあったときは、事務局は入会

関係資料を会則検討委員会（以下、委員会という）から選出された予備審査

委員２名に個別に送付し審査を依頼する。２名の委員は輪番制とする。 
 
３ 前項による資料の送付を受けた委員は、直ちに予備審査を行う。提出され

た資料では判断できない場合、資料の再提出を求める事ができる。 
 
４ 内規に照らして、第一次審査及び第二次審査を行い、審査の結果を次の３

段階に区分し、事務局に報告する。 
（１）内規に照らして、入会が適当と思われる者（入会可） 
（２）内規に照らして、入会が適当でない者（入会不可） 
（３）内規に照らして、入会の可否が決めがたい場合（委員会で審査） 
 
５ 事務局に報告された予備審査に結果は、次の通り処理する。 
（１）第４項（１）、（２）について、２名の委員の意見が一致した場合は、委

員会を省略し、委員会の審査結果とすることができる。委員長は審査結果

を担当理事に報告するとともに、入会が適当と判定した者を正会員候補者

として、推薦理由を付し、理事会に提出する。 
（２）第４項（１）、（２）、（３）について、２名の意見が一致しない場合及び

（３）で意見が一致した場合は、委員会による審査を行う。 
（３）委員会は、内規に照らして入会の適否を判定する。委員長は審査結果を

担当理事に報告するとともに、入会が適当と判定した者を正会員候補者と

して、推薦理由を付し、理事会に提出する。 
 
 附 則 
 本申し合わせは、平成 ５年３月２７日より施行する。 

平成１４年４月 １日より施行する。 
平成１８年９月３０日より施行する。 
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予備審査報告書  

担 当 委 員  審 査 年 月 日 

入会希望者   平成  年  月  日  

審査の結果  入会可  委員会で審査  入会不可  資料再提出  

 コメント  
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Ⅲ－１ 
編集委員会内規 

（目 的） 

第１条 本内規は、定款施行細則第17条に基づき、本委員会の運営に関する細目に

ついて定めるものである。 

 

（業 務） 

第２条 本委員会は、次の業務を行う。 

（１）会誌の編集企画   

（２）会誌の投稿規定の検討 

（３）投稿原稿その他の記事の収録可否の審査 

（４）原稿の投稿状況と雑誌の発行状況の把握と管理 

（５）その他本委員会が必要と認める事項 

 

（運 営） 

第３条 委員の委嘱、任期、交替、委員長の選任は、定款施行細則第５章に基づき

行う。 

２ 本委員会の開催は、担当理事または委員長の請求によって開催する。 

３ 本委員会の定足数は、委員長も含めた委員現在数の過半数とする。 

４ 本委員会の議長は、委員長とする。不在の場合は委員長が指名した委員とする。 

５ 議題の提出は、担当理事、委員長、委員の何れもが行えるものとする。 

６ 議事は、議長を除く出席委員の過半数により決し、可否同数のときは議長の決

するところによる。 

 

(プロジェクト委員会) 

第４条 プロジェクト委員会の設置は、理事会の承認を得ることとする。 

 

(委員会報告) 

第５条 本委員会の報告は、当該委員会の委員、全役員（理事および監事）および

各種委員会の委員長に行うものとする。 

 

(改廃) 

第 6条 本内規の改廃は、委員長を含む全委員の２/３以上の議決を経たのち理事会

の承認を得るものとする。 

 

附則 

本内規は、平成 ４年５月27日より施行する。 

平成11年５月８日より施行する。 

平成13年１月27日より施行する。 

 

 

 

 

 

 



社団法人日本リハビリテーション医学会 

Ⅲ－２ 
 

依頼原稿・査読依頼の謝礼に関する申し合わせ 
 
 
１ 本申し合わせは、編集委員会内規第２条(５)に基づき、依頼原稿及び査読依頼

の謝礼について定めるものである。 

 

２ 依頼原稿に関する謝礼は次のとおりとする。 

(１) 会員への依頼原稿に対しては、謝礼は原則として支払わない。 

(２) 会員外への依頼原稿に対しては、その額は 20,000 円を越えない範囲で謝礼を

支払うものとする。 

 

３ 査読に関する謝礼は次のとおりとする。 

(１) 会員への査読依頼に対しては、謝礼は原則として支払わない。 

(２) 会員外への査読依頼に対しては、3,000円を支払うものとする。 

 

附則 

本申し合わせは、平成５年９月２５日より施行する。 
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Ⅲ－３ 

学会・研修会の開催案内掲載に関する申し合わせ 

 
１ 別表専門医・認定臨床医生涯教育の履修項目及び単位に基づき、既に認定され

ている学会、研修会、研究会、集会等の開催案内は、「お知らせ」の欄に掲載し、

掲載内容は以下の通りとする。 

 

（１）学会名称、日時、会場、主催責任者、演題申込要領、演題締切、認定単位、

会費、問合せ先、備考など 

 

（２）教育研修講演名称、日時、会場、講演内容、認定単位、会費、問合せ先、担

当委員、備考など 

 

（３）その他講演等名称、日時、会場、講演内容、認定単位、問合せ先など 

 

２ 上記認定単位が付与されていない開催案内は、編集委員会で掲載可否を決める。 

本医学会会員の臨床・研究・教育活動などとの関連性を重視して判断する。広告

などの依頼は断る。 

 

３ 編集委員会で掲載可と判断されれば、「ご案内」の欄に掲載し、内容は以下の通

りとする。 

（１）名称、会期、会場、会長、テーマ、演題締切、申込先、問合せ先などとする。 

（２）大きさは、１頁の１/５を越えないものとする。 

（３）掲載料は無料とする。 

 

附則 

  本申し合わせは、平成１５年１月２５日より施行する。 
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Ⅲ－４ 

会誌「The Japanese Journal of RehabilitationMedicine」 

投稿ならびに執筆規定に関する申し合わせ 

 
１ 本申し合わせは、編集委員会内規第 2 条(2）に基づき、会誌「The Japanese 

Journal of Rehabilitation Medicine」（以下、会誌という）の投稿ならびに執筆

規定について定めるものである。 

２ 投稿規定 

（１）投稿の内容について 

会誌への投稿原稿は、リハビリテーション医学の進歩に寄与する学術論文とし、

他誌に掲載されていないもの、もしくは掲載予定のないものに限る。 

 

（２）倫理規定について 

投稿原稿は、以下に沿ったものとする。 

１）ヒトを対象とした研究に当たっては、Helsinki 人権宣言に基づくこと。そ

の際、インフォームドコンセント、所属研究機関あるいは所属施設の倫理委員

会ないしそれに準ずる機関の承認を得ていることが望ましい。個人情報保護に

基づき、匿名化すること。なお、十分な匿名化が困難な場合には、同意を文書

で得ておくこと。  

２）動物を対象とした研究に当たっては、 医学生物学的研究に関する国際指針

の勧告の趣旨にそったものとし、所属研究機関あるいは所属施設の倫理委員会

ないしそれに準ずる機関の承認を得ていること。 

 

（３）臨床試験関連論文の投稿について 

試験開始前にその臨床試験情報が公的な「臨床試験登録機関」（UMIN 臨床試験

登録システム）に事前登録されていること。 

 

（４）著作権について 

会誌掲載後の論文の著作権は、本医学会に帰属し、掲載後は本医学会の承諾な

しに他誌に掲載することを禁じる。なお論文は会誌掲載の後、オンライン公開

される。 

 

（５）著者について 

会誌への投稿の筆頭著者は本医学会会員に限る。共著者は日本人医師の場合に

は会員に限るが、外国人医師および医師以外の場合には会員･非会員を問わない。

筆頭・共著者あわせて 6 名以内を原則とし、7 名以上の場合は、論文での全員

の役割を論文に添付するものとする。  

 

（６）投稿承諾書について 

投稿に際しては、共著者全員がその内容に責任をもつことを明示し、署名捺印

した投稿承諾書を添付するものとする。（PDF 形式のファイルをダウンロード）  

 

（７）利害衝突について 
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利害衝突の可能性がある商業的事項（コンサルタント料、寄付金、株の所有、

特許取得など）を報告しなければならない（投稿承諾書下欄にチェックを入れ、

場合によっては、自由形式での書類を送付）。 

 

（８）英文校閲証明書について 

英文論文の場合は、必ず英語を母国語とする外国人に校閲を受け、その証明書

を添付するものとする。  

 

（９）投稿区分について 

投稿論文の区分は下記の基準によるものとする。 

１）原著：独創性があり、結論が明確である研究ないし報告 

２）短報：斬新性があり、速やかな掲載を希望する研究ないし報告 

３）症例報告：会員・読者にとって示唆に富む、興味ある症例の報告 

４）その他：“総説”、“会員の声”、“企画”など  

 

（10）投稿原稿について 

本申し合わせに従うものとする。  

 

（11）採否について 

投稿論文の採否は、その分野の専門家である複数の外部査読者の意見を参考に

編集委員会で決定する。修正を要するものには編集委員会の意見を付けて書き

直しを求める。修正を求められた場合は 90 日以内に修正原稿を再投稿すること。

期限を過ぎた場合は新規投稿論文として処理される。  

 

（12）校正について 

著者校正は初校のみとし、文章の書き換え、図表の修正は原則として認めない。  

 

（13）掲載料について 

掲載料は規定の範囲内までは無料とするが、それを超えるものに関しては実費

負担とする。特急掲載およびカラー掲載希望の場合は全額実費負担とする。  

 

（14）別刷について 

別冊は全て有料とし、50 部単位の希望に関して実費負担とする。 

  

（15）投稿方法について 

投稿原稿は、本医学会ホームページ

(http://www.jarm.or.jp/member/member_publication/)を経由して「科学技術情

報発信・流通統合システム（略称：J-STAGE）」より投稿する（以下、Web 投

稿）。Web 投稿を推奨するがそれが不可能な場合は、郵送で投稿すること。 

 

１）Web 投稿の場合 

各ファイル名は空白を含まない半角英数字とする。原稿テンプレートは本医学

会ホームページからダウンロードできる。投稿の手順については投稿画面の「著

者・ユーザ登録マニュアル」を参照のこと。 

 

問い合わせ窓口：j-reha@jarm.or.jp 

 

mailto:j-reha@jarm.or.jp
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２）郵送投稿の場合 

投稿原稿は、正原稿 1 部と投稿承諾書、利害衝突、謝辞および著者ページ、ま

た英文論文の場合は英文校閲証明書を同封し、これらを記録したメディアをつ

けて書留便にて下記宛に送付するものとする。 

 

〒162-0825 東京都新宿区神楽坂 6-32-3 

（社）日本リハビリテーション医学会 投稿受付係 

 

３ 執筆規定  

（１）言語は和文または英文とする。  

 

（２）論文は和文･英文を問わず、表題頁、英文要旨、和文要旨、本文、文献、

図説明文および図・表の順で構成されるものとする。投稿区分ごとに必要とさ

れるものは下記の表に従うものとする。いずれにも著者を特定できる情報は入

れないこと。 

 

１）1 頁目は表題頁とし、投稿区分、表題（和英）、ランニングタイトル、Key words

（和英）のみを記載するものとする。ランニングタイトルは表題を要約した内

容とし、和文の場合は 30 字以内、英文の場合は 50 字以内で記載するものとす

る。Key words は日本語およびそれに対応する英語を記載するものとする。単

語は原則として規定 5 に従い、名詞形で 5 語以内とする。Key words は原則と

してリハビリテーション医学用語集に従うものとする。 

〈表記例〉脳卒中（stroke）、変形性関節症（osteoarthritis）、 高次脳機能障害

（higher brain dysfunction）、 装具療法（splinting）、就労（working） 

 

２）2 頁目は英文要旨頁とし、250 語以内で論文の要旨を記載するものとする。

要旨は Objective、 Methods、 Results、 Conclusion を項目別に記載すること。

ただし、症例報告・総説、会員の声、企画はこの限りでない。RCT 論文の場合

は CONSORT2010 声明に準ずる。 

 

３）3 頁目は和文要旨頁とし、400 字以内で論文の要旨を記載するものとする。

要旨は目的、方法、結果、結論を項目別に記載すること。ただし、症例報告・

総説、会員の声、企画はこの限りでない。 

 

４）本文は原著・短報では「はじめに」「対象と方法」「結果」「考察」、また症

例報告では「はじめに」「症例」「考察」のスタイルで構成するものとする。本

文末の「まとめ」「結語」などは要旨と重複するので必要を認めない。  

 

５）文献は、規定に沿って記載すること。 

 

６）図･表は１頁に１点ずつ記載するものとする。図・表と別に説明文を付ける

ものとする。  

 

（３）和文・英文論文とも本医学会ホームページから原稿テンプレートをダウ

ンロードして使用することができる。テンプレートを用いない場合、和文論文

はA4 判の用紙に横書きで記載し、本文はおよそ1,200字をもって1 枚とする。

文字の大きさを 12 ポイント程度に設定し、上下左右の余白は 30 mm 空けて印
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字するものとする。英文論文も A4 判の用紙にダブルスペースにて記載する（左

右上下の余白 30 mm、12 ポイントの文字で 1 枚 28 行を目安とする）。いずれ

もパソコンのワープロソフトを使用することが望ましい。 

 

（４）原稿枚数は下記の表の通りとする。 

 

（５）原稿はひらがな･口語体･現代仮名遣い･常用漢字を用い、原則として日本

語の学術用語は「日本医学会医学用語辞典（日本医学会)」「リハビリテーション

医学用語集（日本リハビリテーション医学会)」に、英語は Index Medicus に従

うものとする。  

 

（６）数字は算用数字を用いることとする。  

 

（７）数量は MKS（CGS）単位とし、mm、cm、m、ml、L、g、kg、cm2な

どを用いることとする。 

 

（８）特定の機器･薬品名を本文中に記載するときは以下の規定に従うものとす

る。 

１）機器名：一般名（会社名、商品名）と表記する。 

〈表記例〉MRI（Siemens 社製、Magnetom）  

２）薬品名：一般名（商品名 R）と表記する。 

〈表記例〉塩酸エペリゾン（ミオナール R）  

 

（９）略語を用いる場合は初出時にフルスペル、もしくは和訳も併記する。  

 

（10）文献は著者のアルファベット順または本文での引用順に記載し、通し番

号をふるものとする。本文中の引用箇所には上付き数字で文献番号を記載する

ものとする。 

文献の省略名は原則として Index Medicus に従い、引用文献の全著者名を記載

すること。和文誌の引用については略名は使用しない。単行本の引用に際して

は、書名の他に editor(s)を記載し、また proceeding(s)ないし抄録引用の場合に

は、末尾に必ず（proc）ないし（抄）と記載すること。 

英文論文中に日本語文献を引用する際、雑誌名は英語またはローマ字（Japanese）

で記載するものとする。本医学会誌誌名変更に伴い、44 巻以降の掲載記事の引

用については「Jpn J Rehabil Med」と記載することとする。 

 

<標記例> 

1)井上雄吉：半側空間無視に対する低頻度反復経頭蓋磁気刺激（rTMS)の効果と
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Ⅲ－５ 

評価・用語委員会内規 

 
（目 的） 

第１条 本内規は、定款施行細則第17条に基づき、本委員会の運営に関する細目に

ついて定めるものである。 

 

（業 務） 

第２条 本委員会は、リハビリテーション医学の評価体系の検討とともに、リハビ

リテーション医学の研究・臨床活動に必要な学術用語を選定、会員および関連諸

学会員に周知する業務を行う。 

 

（運 営） 

第３条 委員の委嘱、任期、交替、委員長の選任は、定款施行細則第５章に基づき

行う。 

２ 本委員会の開催は、担当理事または委員長の請求によって開催する。 

３ 本委員会の定足数は、委員長も含めた委員現在数の過半数とする。 

４ 本委員会の議長は、委員長とする。不在の場合は委員長が指名した委員とする。 

５ 議題の提出は、担当理事、委員長、委員の何れもが行えるものとする。 

６ 議事は、議長を除く出席委員の過半数により決し、可否同数のときは議長の決

するところによる。 

 

（プロジェクト委員会） 

第４条 プロジェクト委員会の設置は、理事会の承認を得ることとする。 

 

(委員会報告) 

第５条 本委員会の報告は、当該委員会の委員、全役員（理事および監事）および

各種委員会の委員長に行うものとする。 

 

(改廃) 

第６条 本内規の改廃は、委員長を含む全委員の２／３以上の議決を経たのち理事

会の承認を得るものとする。 

 

附則 

本内規は、平成１１年５月 ８日より施行する。 

     平成１３年１月２７日より施行する。 
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Ⅲ－６ 

Web 版リハビリテーション医学用語事典 
運用に関する申し合わせ 

 
１ 目 的 
本申し合わせは、評価・用語委員会内規第２条に基づき、リハビリテーション医

学の進歩に合わせ、リハビリテーション医学用語を適切なものとし、会員に資す

るため、Web 上でのリハビリテーション医学用語事典の編纂及びその管理・運用

について定めるものである。 
 
２ 名 称 
前項の目的で編纂された事典は、Web 版リハビリテーション医学用語事典（以下、

Web 版リハ用語事典という）と称する。 
 
３ 管理者 
 編纂された事典の管理は、評価・用語委員会が行い、次の項目について管理・ 
運営する。 
（１）用語 
（２）記載方法 
（３）執筆者 
（４）閲覧方法 
（５）その他必要な事項 

 
４ 執筆者 
（１）執筆者は医学会専門医・認定臨床医とする。 
（２）評価・用語委員会は、執筆協力者として各分野の専門家に執筆を依頼する

ことができる。 
（３）執筆者は、本申し合わせの目的に沿って執筆しなければならない。 

 
５ 閲覧者 
（１）閲覧者は当面会員とする。 
（２）閲覧者は、本申し合わせに沿って閲覧しなければならない。 

 
６ 閲覧の停止 

  記載内容に問題が生じた場合は、管理者は該当箇所の閲覧を停止もしくは削除す

ることができる。 
 
７ 免責事項 
（１）執筆内容の知的所有権について 
１）Web 上で記載された文章・図・写真の著作権は、本医学会に帰属する。 
２）記載内容に対する知的所有権侵害の訴えがあった場合は、管理者は該記載 

内容を削除する。本医学会ならびに管理者は、記載内容に対する責任は一切負わ

ない。 
 
８ 管理・運営内容  

Web 版リハ用語事典の管理・運営内容は、次のとおりとする。 
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（1）管理内容 
1）執筆者を選定し、原稿執筆を依頼する。 
2）用語記載法のフォーマットを作成する。 
3）用語記載法のフォーマットを適時修正する。 
4）記載内容をインターネットで随時確認する。 
5）記載内容に対する読者の意見や要望を随時確認する。 
6）記載内容に問題が生じた場合は、評価・用語委員会で検討する。 
7）評価・用語委員会で結論が出るまでは、問題の生じた記載内容については 
オンラインでの閲覧を停止する。 

8）オンラインでの閲覧停止の決定は、評価・用語委員会委員長の判断で可能と

する。委員長不在時には、その他の委員で一時的に閲覧停止ができるものとす

る。 
9）オンラインでの閲覧再開の決定は、評価・用語委員会で決定する。 
10）評価・用語委員会において記載内容が不適切と判断された場合は、それを

削除することができる。 
 
（2）運営内容 

1）執筆者の選定 第 4 項に基づき、管理者が本医学会専門医を基本に執筆者を

選定する。別に管理者は、執筆協力者として各分野の専門家に執筆を依頼する

ことができる。 
2）登録用語の選定 評価・用語委員会にてリハビリテーション医学用語集の用

語をもとに登録用語を選定する。追加用語は、評価・用語委員会で協議の上選

定する。 
3）執筆者への用語の振り分け 評価・用語委員会にて、執筆者への用語の振り

分けを実施する。 
4）執筆法 執筆者は、振り分けられた用語について、用語記載法のフォーマッ

トにもとづき執筆し、用語解説を登録する。 
5）用語解説記載法 執筆者は会員専用のページにログインしてから記載・編集

し、用語解説の登録を申請する。 
6）執筆者に対するインセンティブについては、1 用語解説につき 5 単位を認定

する。年間獲得単位には上限を設ける。 
7）評価・用語委員会で依頼した執筆者による用語解説が登録されたのちは、専

門医は Web 上でその解説に対して意見・要望を述べることができる。 また、

用語解説について加筆できるものとする。 
 
（3）閲覧方法・意見集約 

1）会員は、Web 上で会員番号を入力し自由に閲覧できる。 
2）用語の解説に対する意見や要望を、Web 上の意見欄に自由に記載できるもの

とする。その管理は、評価・用語委員会が実施するが、基本的に個々の意見に

対する返答はしない。年度ごとに意見を集約し、集約したデータと評価・用語

委員会の判断を Web 上に公開する。 
 
（4）患者・家族用の解説の公開 

1）リハビリテーション用語がやさしい言葉で正確に理解され、社会全体にリハ

ビリテーションの啓発がすすむことを目的として、用語解説のうち「患者・家

族用の解説」についてのみインターネット利用者全てが閲覧できるようにする。 
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2）患者・家族用の解説についての意見や要望を受け取る体制は設けず、閲覧のみ

とする。 
 
附則 
本申し合わせは、平成 22 年 10 月 25 日より施行する。 
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Ⅲ－７ 

教育委員会内規 

 
（目 的） 

第１条 本内規は、定款施行細則第１７条及び専門医生涯教育基準第３条、認定臨

床医生涯教育基準第３条第１項に基づき、本委員会の運営に関する細目について

定める。 

（業 務） 

第２条 本委員会は、リハビリテーション医学教育の推進を目的として、次の業務

を行う。 

（１）医学部卒前リハビリテーション医学教育に関すること。 

（２）医学部卒後リハビリテーション医学教育に関すること。 

（３）本学会認定臨床医・専門医認定制度におけるリハビリテーション医学教育に

関すること。 

（４）その他本文の目的を達成するために必要な事項。 

（運 営） 

第３条 委員の委嘱、任期、交替、委員長の選任は、定款施行細則第５章に基づき

行う。 

２ 本委員会の開催は、担当理事または委員長の請求によって開催する。 

３ 本委員会の定足数は、委員長も含めた委員現在数の過半数とする。 

４ 本委員会の議長は、委員長とする。不在の場合は委員長が指名した委員とする。 

５ 議題の提出は、担当理事、委員長、委員の何れもが行えるものとする。 

６ 議事は、議長を除く出席委員の過半数により決し、可否同数のときは議長の決

するところによる。 

７ 理事長が必要と認めた場合、委員会の推薦に基づき特別委員を委嘱することが

できる。特別委員の業務及び任期は、別に定める。 

(プロジェクト委員会) 

第４条 プロジェクト委員会の設置は、理事会の承認を得ることとする。 

(委員会報告) 

第５条  委員会の報告は、当該委員会の委員、全役員（理事及び監事）及び各種委 

員会の委員長に行うものとする。 

(改廃) 

第６条  本内規の改廃は、委員長を含む全委員の２／３以上の議決を経たのち理事 

会の承認を得るものとする。 

（その他） 

第７条 本内規に定めるほか、委員会の運用に必要な事項は申し合わせで定める。 

 

附則 

本内規は、平成１１年５月 ８日より施行する。 

    平成１３年１月２７日より施行する。 

平成１５年９月２７日より施行する。 
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Ⅲ－８ 

教育委員会の活動内容に関する申し合わせ 

 
１ 本委員会は次の業務を行う。 

（１）医学部卒前リハビリテーション医学教育に関すること 

１）医育機関における教育カリキュラムの検討 

２）その他学生教育に必要な事業 

 

（２）医学部卒後リハビリテーション医学教育に関すること 

１）卒後研修会の開催 

① 研修会開催の通知は３ヵ月前までに、学会誌に公表する。 

② 受講の証明を行う。その方法については別に定める。 

③ 講師および受講者名簿を作成し、学会事務局に送付する。 

④ 事務局における記録の管理を行う。 

２）卒後研修制度（研修医のローテーション制度）における研修カリキュラム

の検討 

３）その他卒後教育に必要な事業 

 

（３）本医学会専門医及び認定臨床医制度におけるリハビリテーション医学教育に

関すること 

１）専門医・認定臨床医生涯教育に必要な研修会の開催 

① 研修会開催の通知は１ヵ月前までに、学会誌に公表する。 

② 受講の証明を行う。シール制とし、受講票は本人の控えとして活用する。 

③ 講師および受講者名簿を作成し、学会事務局に送付する。 

④ 学会事務局における記録の管理を行う。 

２）履修項目および履修単位の認定 

３）教育委員会以外が行う生涯教育事業の認定 

４）その他生涯教育に必要な事業 

 

２ 教育研修講演等の内容と運営については、次のとおりとする。 

（１）教育研修講演等とは本医学会学術集会会長が開催するもの、あるいは本委員

会が開催するもの、その他本委員会の議を経て理事長の承認を得たものとする。 

 

（２）別表専門医・認定臨床医生涯教育の履修項目及び単位に基づき、認定する講

演は45分以上とする。 

 

（３）研修会の講師は参加者と同等の単位を取得できる。 

 

（４）１回の教育研修講演等における最大取得単位は、別表専門医・認定臨床医生

涯教育の履修項目及び単位に定めるとおりとする。 

（５）研修項目 

１）専門医・認定臨床医生涯教育研修会 

学術集会における研修会は、内容、講師の選任等を学術集会会長に一任す

る。 
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２）卒後研修会 

本委員会が指定したテーマについて行う。 

 

（６）講師資格 

１）専門医・認定臨床医生涯教育研修会の講師の資格は次の①から⑤に該当す

る者とする。 

① 大学の講師以上の医師（非常勤講師を含む。） 

② かつて①以上であった医師 

③ 10年以上の経歴を持つ医師 

④ 専門医 

⑤ 医師以外では大学の准教授（助教授）以上、或いは、かつて准教授（助教

授）以上をつとめたもの。 

２）卒後研修会講師の資格は原則として１）の①から⑤に該当するものとする。

ただし、講師として医師以外の職種を必要とする場合などもあり、講義項 

目と講師については適性を委員会で検討して決定する。 

 

（７）受講料および講師謝礼 

   各地区の状況を考え全国統一した額としない。 

 

３ 本委員会は、地区研修会の開催のため担当理事と委員長が必要と認めた場合、

委員の推薦に基づき地区実行委員を委嘱することが出来る。地区実行委員の業務

および任期は以下に定める。 

地区実行委員は以下の業務を委員の承認を得て行う。 

（１）研修会の企画と運営を行う。 

１）講師の選任、研修会の運営、委員への収支報告 

２）受講の証明を行う。 

３）講師および受講者名簿を作成し、学会事務局に送付する。 

（２）開催の通知は１ヵ月前までに、学会誌に公表する。 

（３）任期は２年とし、再任は妨げない。 

 

附則 

本申し合わせは、平成１０年１１月２５日より施行する。 

        平成１１年 ５月 ８日より施行する。 
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認定委員会内規 
（目 的） 

第１条 本内規は、定款施行細則第17条及び専門医制度に関する規則、認定臨床医

制度に関する規則、研修施設認定に関する内規、別表専門医・臨定臨床医の履修

項目及び単位に基づき、本委員会の運営に関する細目について定めるものである。 

（業 務） 

第２条 本委員会は、本医学会における資格制度の公正かつ円滑な運営をはかるた

め、次の業務を行う。 

（１）専門医の認定に関すること 

（２）認定臨床医の認定に関すること 

（３）研修施設の認定に関すること 

（４）専門医及び認定臨床医の資格更新に関すること 

（５）その他前条の目的を達成するために必要な事項 

（運 営） 

第３条 委員の委嘱、任期、交替、委員長の選任は、定款施行細則第５章に基づき

行う。 

２ 本委員会の開催は、担当理事または委員長の請求によって開催する。 

３ 本委員会の定足数は、委員長も含めた委員現在数の過半数とする。 

４ 本委員会の議長は、委員長とする。不在の場合は委員長が指名した委員とする。 

５ 議題の提出は、担当理事、委員長、委員の何れもが行えるものとする。 

６ 議事は、議長を除く出席委員の過半数により決し、可否同数のときは議長の決

するところによる 

７ 理事長が必要と認めた場合、委員会の推薦に基づき特別委員を委嘱することが

できる。 

特別委員の業務および任期は、別に定める。 

(プロジェクト委員会) 

第４条 プロジェクト委員会の設置は、理事会の承認を得ることとする。 

(委員会報告) 

第５条 委員会の報告は、本委員会の委員、全役員（理事及び監事）及び各種委員

会の委員長に行うものとする。 

(改廃)  

第６条 本内規の改廃は、委員長を含む全委員の２／３以上の議決を経たのち理事

会の承認を得るものとする。 

（その他） 

第６条 本内規に定めるほか、委員会の運用に必要な事項は申し合わせで定める。 

 

 

附則 

 本内規は、平成１１年５月 ８日より施行する。 

      平成１３年１月２７日より施行する。 

      平成１５年９月２７日より施行する。 
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試験問題委員会内規 
 

(目 的) 

第１条 本内規は、定款施行細則第１７条、専門医の認定に関する内規及び認定臨

床医の認定に関する内規に基づき、本委員会の運営に関する細目を定めるもので

ある。 

(業 務) 

第２条 本委員会は、次の業務を行う。 

(１) 試験問題の内容・形式を検討すること 

(２) 試験問題作成に関し必要に応じて専門家に依頼すること 

(３)  試験実施のための問題を決定し作成すること 

（４） 実施した試験問題を蓄積し、正答率等を分析すること 

(５) その他本委員会が必要と認める事項 

(運 営) 

第３条 委員の委囑、任期、交替、委員長の選任は、定款施行細則第５章に基づき

行う。 

２ 本委員会の開催は、担当理事または委員長の請求によって開催する。 

３ 本委員会の定足数は、委員長も含めた委員現在数の過半数とする。 

４ 本委員会の議長は、委員長とする。不在の場合は委員長が指名した委員とする。 

５ 議題の提出は、担当理事、委員長、委員の何れもが行えるものとする。 

６ 議事は、議長を除く出席委員の過半数により決し、可否同数のときは議長の決

するところによる。 

７  理事長が必要と認めた場合、委員会の推薦に基づき特別委員を委嘱することが 

できる。 

  特別委員の業務および任期は、別に定める。 

（協議） 

第４条 本委員会は、試験問題、実施方法等について認定委員会と協議するものと

する。 

(プロジェクト委員会) 

第５条 プロジェクト委員会の設置は、理事会の承認を得ることとする。 

(委員会報告) 

第６条 本委員会の報告は、本委員会の委員、全役員（理事および監事）および各

種委員会の委員長に行うものとする。 

（改廃） 

第７条 本内規の改廃は、委員長を含む全委員の２／３以上の議決を経たのち理事

会の承認を得るものとする。 

（その他） 

第８条 本内規に定めるほか、委員会の運用に必要な事項は申し合わせで定める。 

 

 

附則 

本内規は、平成１４年３月２３日より施行する。 

平成２２年５月１９日より施行する。  



社団法人日本リハビリテーション医学会 

 

Ⅲ－11 

社会保険等委員会内規 
 

（目 的） 

第１条 本内規は、定款施行細則第17条に基づき、本委員会の運営に関する細目に

ついて定めるものである。 

 

（業 務） 

第２条 本委員会は、わが国における社会保険・診療報酬およびこれらに関連する

諸問題に関してリハビリテーション医学の立場から検討し、建議・答申すること

を主な業務とする。 

 

（運 営） 

第３条 委員の委嘱、任期、交替、委員長の選任は、定款施行細則第５章に基づき

行う。 

２ 本委員会の開催は、担当理事または委員長の請求によって開催する。 

３ 本委員会の定足数は、委員長も含めた委員現在数の過半数とする。 

４ 本委員会の議長は、委員長とする。不在の場合は委員長が指名した委員とする。 

５ 議題の提出は、担当理事、委員長、委員の何れもが行えるものとする。 

６ 議事は、議長を除く出席委員の過半数により決し、可否同数のときは議長の決

するところによる。 

 

（プロジェクト委員会） 

第４条 プロジェクト委員会の設置は、理事会の承認を得ることとする。 

 

(委員会報告) 

第５条 本委員会の報告は、本委員会の委員、全役員（理事および監事）および各

種委員会の委員長に行うものとする。 

 

(改廃) 

第６条 本内規の改廃は、委員長を含む全委員の２／３以上の議決を経たのち理事

会の承認を得るものとする。 

  

附則 

本内規は、平成 ４年５月２７日より施行する。 

平成１１年５月 ８日より施行する。 

平成１３年１月２７日より施行する。 
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障害保健福祉委員会内規 
 

（目 的） 

第１条 本内規は、定款施行細則第17条に基づき、本委員会の運営に関する細目に

ついて定めるものである。 

 

（業 務） 

第２条 本委員会は、わが国における障害児者の保健・福祉行政施策に関する諸問

題について、リハビリテーション医学の立場から検討・建議・答申することを主

な業務とする。 

 

（運 営） 

第３条 委員の委嘱、任期、交替、委員長の選任は、定款施行細則第５章に基づき

行う。 

２ 本委員会の開催は、担当理事または委員長の請求によって開催する。 

３ 本委員会の定足数は、委員長も含めた委員現在数の過半数とする。 

４ 本委員会の議長は、委員長とする。不在の場合は委員長が指名した委員とする。 

５ 議題の提出は、担当理事、委員長、委員の何れもが行えるものとする。 

６ 議事は、議長を除く出席委員の過半数により決し、可否同数のときは議長の決

するところによる。 

 

(プロジェクト委員会) 

第４条 プロジェクト委員会の設置は、理事会の承認を得ることとする。 

 

(委員会報告) 

第５条 本委員会の報告は、本委員会の委員、全役員（理事および監事）および各

種委員会の委員長に行うものとする。 

 

(改廃) 

第６条 本内規の改廃は、委員長を含む全委員の２／３以上の議決を経たのち理事

会の承認を得るものとする。 

 

附則 

本内規は、平成１１年５月 ８日より施行する。 

平成１３年１月２７日より施行する。 
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関連機器委員会内規 
 

（目 的） 

第１条 本内規は、定款施行細則第17条に基づき、本委員会の運営に関する細目に

ついて定めるものである。 

 

（業 務） 

第２条 本委員会は、義肢、装具、車椅子、自助具、物理療法機器、運動療法機器、

福祉機器などのリハビリテーション関連機器に関する諸問題について検討しその

適切な普及に努めることを目的として次の業務を行う。 

（１）機器の機能評価と基準の整備 

（２）機器の適用、使用に関するマニュアルの整備 

（３）その他前条の目的を達成するために必要な事項 

 

（運 営） 

第３条 委員の委嘱、任期、交替、委員長の選任は、定款施行細則第５章に基づき

行う。 

２ 本委員会の開催は、担当理事または委員長の請求によって開催する。 

３ 本委員会の定足数は、委員長も含めた委員現在数の過半数とする。 

４ 本委員会の議長は、委員長とする。不在の場合は委員長が指名した委員とする。 

５ 議題の提出は、担当理事、委員長、委員の何れもが行えるものとする。 

６ 議事は、議長を除く出席委員の過半数により決し、可否同数のときは議長の決

するところによる。 

 

(プロジェクト委員会) 

第４条 プロジェクト委員会の設置は、理事会の承認を得ることとする。 

 

(委員会報告) 

第５条 本委員会の報告は、本委員会の委員、全役員（理事および監事）および各

種委員会の委員長に行うものとする。 

 

(改廃) 

第６条 本内規の改廃は、委員長を含む全委員の２／３以上の議決を経たのち理事

会の承認を得るものとする。 

 

附則 

本内規は、平成１１年５月 ８日より施行する。 

平成１３年１月２７日より施行する。 
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関連専門職委員会内規 
 

（目 的） 

第１条 本内規は、定款施行細則第17条に基づき、本委員会の運営に関する細目に

ついて定めるものである。 

 

（業 務） 

第２条 本委員会は、リハビリテーションに関連する保健・医療・福祉・その他の

分野に属する専門職の諸問題について検討しその連携をはかる。 

 

（運 営） 

第３条 委員の委嘱、任期、交替、委員長の選任は、定款施行細則第５章に基づき

行う。 

２ 本委員会の開催は、担当理事または委員長の請求によって開催する。 

３ 本委員会の定足数は、委員長も含めた委員現在数の過半数とする。 

４ 本委員会の議長は、委員長とする。不在の場合は委員長が指名した委員とする。 

５ 議題の提出は、担当理事、委員長、委員の何れもが行えるものとする。 

６ 議事は、議長を除く出席委員の過半数により決し、可否同数のときは議長の決

するところによる。 

 

(プロジェクト委員会) 

第４条 プロジェクト委員会の設置は、理事会の承認を得ることとする。 

 

(委員会報告) 

第５条 本委員会の報告は、本委員会の委員、全役員（理事および監事）および各

種委員会の委員長に行うものとする。 

 

(改廃) 

第６条 本内規の改廃は、委員長を含む全委員の２／３以上の議決を経たのち理事

会の承認を得るものとする。 

 

附則 

本内規は、平成１１年５月 ８日より施行する。 

平成１３年１月２７日より施行する。 
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会則検討委員会内規 
 

（目 的） 

第１条 本内規は、定款施行細則第17条に基づき、本委員会の運営について定める

ものである。 

 

（業 務） 

第２条 本委員会は、本医学会の諸会則に関連する次の業務を行う。 

（１）定款および定款施行細則の検討 

（２）定款および定款施行細則の実施に伴う規則、内規、申し合わせの検討 

（３）その他本医学会の会則に関する必要な事項の検討 

（４）医師以外の入会審査 

 

（運 営） 

第３条 委員の委嘱、任期、交替、委員長の選任は、定款施行細則第５章に基づき

行う。 

２ 本委員会の開催は、担当理事または委員長の請求によって開催する。 

３ 本委員会の定足数は、委員長も含めた委員現在数の過半数とする。 

４ 本委員会の議長は、委員長とする。不在の場合は委員長が指名した委員とする。 

５ 議題の提出は、担当理事、委員長、委員の何れもが行えるものとする。 

６ 議事は、議長を除く出席委員の過半数により決し、可否同数のときは議長の決

するところによる。 

 

(プロジェクト委員会) 

第４条 プロジェクト委員会の設置は、理事会の承認を得ることとする。 

 

（委員会報告） 

第５条 本委員会の報告は、本委員会の委員、全役員（理事および監事）および各

種委員会の委員長に行うものとする。 

 

（改廃） 

第６条 本内規の改廃は、委員長を含む全委員の２／３以上の議決を経たのち理事

会の承認を得るものとする。 

 

（その他） 

第７条 本内規に定めるほか、委員会の運用に必要な事項は申し合わせで別に定め

る。 

 

附 則 

本内規は、平成１１年５月 ８日より施行する。 

平成１３年１月２７日より施行する。 

第2条(4)は平成１８年９月３０日より適用する。 
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広報委員会内規 
 

（目 的） 

第１条 本内規は、定款施行細則第17条に基づき、本委員会の運営に関する細目に

ついて定めるものである。 

 

（業 務） 

第２条 本委員会は、本学会の広報を目的に次の業務を行う。 

（１）学会の活動・運営に関連する情報の収集 

（２）学会の業務・活動に関しての会員への広報 

（３）一般社会、マスコミ等への学会活動の広報 

（４）関連学会および関連の機関、団体への学会活動の広報 

（５）広報紙の発行 

（６）その他前条の目的を達成するために必要な事項 

 

（運 営） 

第３条 委員の委嘱、任期、交替、委員長の選任は、定款施行細則第５章に基づき

行う。 

２ 本委員会の開催は、担当理事または委員長の請求によって開催する。 

３ 本委員会の定足数は、委員長も含めた委員現在数の過半数とする。 

４ 本委員会の議長は、委員長とする。不在の場合は委員長が指名した委員とする。 

５ 議題の提出は、担当理事、委員長、委員の何れもが行えるものとする。 

６ 議事は、議長を除く出席委員の過半数により決し、可否同数のときは議長の決

するところによる。 

 

(プロジェクト委員会) 

第４条 プロジェクト委員会の設置は、理事会の承認を得ることとする。 

 

(委員会報告) 

第５条 本委員会の報告は、本委員会の委員、全役員（理事および監事）および各

種委員会の委員長に行うものとする。 

 

(改廃) 

第６条 本内規の改廃は、委員長を含む全委員の２／３以上の議決を経たのち理事

会の承認を得るものとする。 

 

附則 

本内規は、平成１１年５月 ８日より施行する。 

平成１３年１月２７日より施行する。 
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                                Ⅲ－17 

国際委員会内規 
 

（目 的） 

第１条 本内規は、定款施行細則第17条に基づき、本委員会の運営に関する細目に

ついて定めるものである。 

 

（業 務） 

第２条 本委員会は、リハビリテーション医学・医療の国際交流を図り、国際活動

を推進するために次の業務を行う。 

（１）国外のCorresponding MemberおよびHonorary Memberの検討 

（２）海外研修制度、海外交換研修制度の検討 

（３）関連国際会議および海外の学会の情報の収集と会員への提供 

（４）国際会議の後援や主催についての検討 

（５）その他前条の目的を達成するために必要な事項 

 

（運 営） 

第３条 委員の委嘱、任期、交替、委員長の選任は、定款施行細則第５章に基づき

行う。 

２ 本委員会の開催は、担当理事または委員長の請求によって開催する。 

３ 本委員会の定足数は、委員長も含めた委員現在数の過半数とする。 

４ 本委員会の議長は、委員長とする。不在の場合は委員長が指名した委員とする。 

５ 議題の提出は、担当理事、委員長、委員の何れもが行えるものとする。 

６ 議事は、議長を除く出席委員の過半数により決し、可否同数のときは議長の決

するところによる。 

 

（プロジェクト委員会） 

第４条 プロジェクト委員会の設置は、理事会の承認を得ることとする。 

 

(委員会報告) 

第５条 本委員会の報告は、本委員会の委員、全役員（理事および監事）および各

種委員会の委員長に行うものとする。 

 

(改廃) 

第６条 本内規は、委員長を含む全委員の２／３以上の議決を経たのち理事会の承

認を得るものとする。 

 

附則 

本内規は、平成１１年５月 ８日より施行する。 

平成１３年１月２７日より施行する。 
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Ⅲ－18 

診療ガイドライン委員会内規 
 

（目 的） 

第１条 本内規は、定款施行細則17条に基づき、本委員会の運営について定めるも

のである。 

 

（業 務） 

第２条 本委員会は、本医学会が主体的、先導的にリハビリテーション医学・医療

に関する診療ガイドラインを策定・公表・普及するための業務を行う。 

 

(構 成) 

第３条 本委員会は、活動方針の検討およびガイドライン作成にあたっての連絡・

調整等を行うガイドラインコア委員会と個別の問題に関するガイドライン作成の

ために設置される複数のガイドライン策定委員会から構成される。 

 

(ガイドラインコア委員会業務） 

第４条 ガイドラインコア委員会は、次の業務を担当する。 

（１）ガイドラインに関する情報収集 

（２）関連学会との情報交換・連携 

（３）ガイドラインを策定すべき疾患・病態・障害・治療技術等のリストアップと

優先順位の検討 

（４）ガイドライン策定のノウハウの蓄積（文献検索、エビデンステーブル用デー

タベースの開発・維持・改良、ガイドライン開発プロセスの標準 化など） 

（５）策定委員会設置の提案と委員の推薦 

（６）策定委員会によるガイドライン策定の支援 

（７）策定委員会間の連絡・調整 

（８）ガイドラインの外部審査の円滑化  

（９）策定されたガイドライン公表の実務（出版、ホームページ掲載など） 

（10）ガイドラインの普及（専門医、一般医家、一般市民） 

（11）ガイドラインに対するフィードバックの集約、新たなエビデンスの収集、改

訂のタイミングの判断 

（12）エビデンスが欠けている領域について、学会として取り組むべき重要研究テ

ーマについての提案 

 

（ガイドライン策定委員会業務） 

第５条 ガイドライン策定委員会は、次の業務を担当する。 

（１）個別のテーマに関するガイドラインの策定（以下のエビデンスに基づくガイ 

ドライン策定のプロセスに従う） 

１）臨床的問題の定義 

２）文献検索→証拠の収集 

３）文献の批判的吟味→証拠のレベル分け 

４）エビデンステーブルの作成 

５）証拠のレベル / 臨床の実状を踏まえた勧告の作成 

６）外部審査 

７）フィールドテスト 
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８）ガイドラインのアップデート 

（２）関連文献・情報の継続的な収集・分析 

（３）ガイドラインコア委員会の求めに応じて策定したガイドラインの改訂 

 

（運 営） 

第６条 委員の委嘱、任期、交替、委員長の選任は、定款施行細則第５章に基づい

て行う。 

２ 本委員会は、担当理事または委員長の請求によって開催する。 

３ 本委員会の定足数は、委員長も含めた委員現在数の過半数とする。 

４ 本委員会の議長は、委員長とする。不在の場合は、委員長が指名した委員とす

る。 

５ 議題の提出は、担当理事、委員長、委員の何れもが行えるものとする。 

６ 議事は、議長を除く出席委員の過半数により決し、可否同数のときは議長の決

するところによる。 

７ 理事長が必要と認めた場合、委員会の推薦に基づきガイドライン策定委員会委

員を委嘱することができる。ガイドライン策定委員会委員の業務および任期は、

別に定める。 

８ 理事長が必要と認めた場合、委員会の推薦に基づきガイドラインコア委員会特

別委員を委嘱することができる。特別委員の業務および任期は、別に定める。 

 

（委員会報告） 

第７条 本委員会の報告は、本委員会の委員、全役員（理事および監事）および各

種委員会の委員長に行うものとする。 

 

（改廃） 

第８条 本内規の改廃は、委員長を含む全委員の２／３以上の議決を経たのち理

事会の承認を得るものとする。 

 

附 則 

本内規は、平成１６年２月１３日より施行する。 

平成１７年９月１０日より施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




